
資料８  

  【北海道事業認定審議会運営規程】（平成 16 年 4 月 1 日改正） 

 

 北海道事業認定審議会（以下「審議会」という。）は、北海道事業認定審議会条例で定めるもの

のほか、この規程により運営するものとする。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、審議会の運営に関し必要な事項を定める。 

（会議の開催） 

第２条 審議会は、知事から諮問があった場合に開催することとし、会議の２週間前までに開催の

通知を行う。 

２ 審議会に提出する資料（公聴会を開催したときは公聴会の記録を含む。）は、会議の１週間前

までに委員に配布する。 

（会議） 

第３条 会議の議長は会長とする。 

２ 審議会案件に直接利害関係のある委員は、当該案件の審議、表決に参加できない。 

３ 審議会の会議は、公開しない。ただし、必要と認める場合は公開するものとする。 

（答申） 

第４条 審議会は、審議の結果を文書をもって知事に答申する。 

２ 答申書には、会長が署名押印する。 

（会議要旨） 

第５条 審議会は、審議の概要及び結果を記載した会議要旨を作成する。 

２ 会議要旨は公表することができる。 

（事務局） 

第６条 審議会の事務局は、建設部総務課に置く。 

（雑則） 

第７条 その他審議会の運営に関し必要な事項については、会長がその都度審議会に諮って決

定する。 

 

附 則 

この規程は、平成 14 年 11 月 21 日から施行する。 


